
  令和３（2021）年度決算に基づく「財政健全化法」に係る4指標等の状況 

 

 

 

（単位：％） 

 
実質赤字比率 

連結実質 

赤字比率 
実質公債費比率 将来負担比率 

門真市 ― ― 3.7 15.2 

早期健全化

基準 
11.86 16.86 25.0 350.0 

財政再生 

基準 
20.00 30.00 35.0  

 

 資金不足比率 

水道事業 公共下水道事業 

門真市 ― ― 

経営健全化

基準 
20.0 20.0 

 

 

平成19（2007）年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(「財

政健全化法」)が公布され、平成20（2008）年4月から一部施行(公表の義務化)

となり、平成19（2007）年度決算より、地方公共団体の財政の健全性に関す

る4つの指標等の公表制度が設けられました。また、平成20（2008）年度決

算より、「早期健全化団体」、「財政再生団体」もしくは「経営健全化団体」に該

当すると、「早期健全化計画」、「財政再生計画」もしくは「経営健全化計画」の

策定が義務付けられ、行財政上の措置を講ずることとなっています。 



 

１．財政健全化4指標 

 

 

１）実質赤字比率 

１）  

  一般会計等(本市の場合、一般会計、都市開発資金特別会計、公共用地先行

取得事業特別会計が対象)の実質赤字額の標準財政規模に対する比率 

（単位：％） 

R３ 

（2021） 

R２ 

（2020） 

早期健全化 

基準 

財政再生 

基準 
備  考 

－ － 11.86 20.00 

早期健全化基準は 

標準財政規模により 

11.25%～15%  

(単位:千円) 

 実質収支額 

R３ 

（2021） 

実質収支額 

R２ 

（2020） 

一般会計 489,095 350,209 

都市開発資金特別会計 0 0 

公共用地先行取得事業特別会計 0 0 

一般会計等合計 489,095 350,209 

標準財政規模 28,846,148 27,811,002 

 

令和3（2021）年度の実質収支は、4億8千9百万円の黒字となり、単年度

収支についても1億3千9百万円の黒字となっています。 

 



２）連結実質赤字比率 

 

一般会計等及び国民健康保険事業特別会計等の特別会計の実質赤字額と水

道事業会計等の公営企業会計における資金不足額の合計額の標準財政規模に

対する比率 

 

（単位：％） 

R３ 

（2021） 

R２ 

（2020） 

早期健全化 

基準 

財政再生 

基準 
備  考 

－ － 16.86 30.00 

早期健全化基準は 

標準財政規模により 

16.25%～20%  

 

(単位:千円) 

 実質収支額 

または剰余額 

R３ 

（2021） 

実質収支額 

または剰余額 

R２ 

（2020） 

一般会計等合計 489,095 350,209 

国民健康保険事業特別会計 187,452 9,739 

後期高齢者医療事業特別会計 92,870 91,405 

水道事業会計 3,317,033 3,761,131 

公共下水道事業会計 485,070 190,598 

連結実質赤字 （4,571,520） （4,403,082） 

※連結実質収支額黒字のため、（）で表記しています。 

 

令和3（2021）年度の全会計での実質収支合計額は、45億7千２百万円の

黒字となっております。 



３）実質公債費比率 

 

市の一般会計等が負担する市債（借金）等に加え、消防等の一部事務組合

や広域連合会計も含めた元利償還金等の標準財政規模に対する比率 

 

（単位：％） 

R3 

（2021） 

R２ 

（2020） 

早期健全化 

基準 

財政再生 

基準 
備  考 

3.7 4.3 25.0 35.0 ３年平均の数値 

 

令和3（2021）年度は3.7％で、令和２（2020）年度に比べ0.6ポイン

トの減となり、早期健全化基準を下回る結果となっています。 

これは、普通交付税額が増加したこと等によるものです。 



４）将来負担比率 

 

 市の一般会計等が将来負担すべき負債に加え、消防等の一部事務組合や広

域連合会計も含めた負債総額の標準財政規模に対する比率 

 

（単位：％） 

R3 

（2021） 

R2 

（2020） 

早期健全化 

基準 

財政再生 

基準 
備  考 

15.2 35.9 350.0 基準なし ストック指標 

 

令和3（2021）年度は15.2％で、令和2（2020）年度に比べ20.7ポイ

ントの減となり、早期健全化基準を下回る結果となっています。 

これは、充当可能基金残高が増加したことや、充当可能特定歳入が増加し

たこと等によるものです。 

 



 

２．資金不足比率 

 

 

本市においては、水道事業会計及び公共下水道事業会計の資金不足額の事

業の規模に対する比率 

 

（単位：％） 

 R3 

（2021） 

R２ 

（2020） 

経営健全化 

基準 

水道事業 － － 20.0 

公共下水道事業 － － 20.0 

 

   いずれの事業も資金不足額は生じておらず、資金不足比率は「－」となっ

ています。 

 

 

 

3．早期健全化団体になると 

 

 

財政健全化計画の策定（議会の議決要）及び外部監査の要求が義務付けられ、

実施状況を毎年度議会に報告し公表することとなり、財政のいわば「不健全団

体」と認識されます。 

その場合、本市の自治体としての信用度が著しく低下することから、起債

や一時借入金の利率が高くなるなど負担増になることは必至で、また、定住

率の一層の低下が懸念され、その結果、より厳しい財政運営に陥るという悪

循環になると考えられます。 

また、早期健全化団体の場合、「自主的な改善努力の範囲」という位置づけ

ではありますが、実質的に大阪府や国の指導・監督的な傾向が強くなり、住

民サービスに関しても、住民自治と団体自治という地方自治の本旨に基づく

裁量が大きく低下することになるものと考えられます。 

 



 

4.  「財政健全化法」の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法

制

度 

●指標の整備と情報開

示の徹底 

・フロー指標 

  実質赤字比率 

  連結実質赤字比率 

  実質公債費比率 

・ストック指標 

  将来負担比率 

＊議会に報告し公表 

●監査委員の審査に比

率数値を付す 

●「自主的」な財政

健全化計画策定(府

に提出) 

・財政健全化計画策

定(議会の議決) 

・外部監査の要求の

義務付け 

・計画が著しく困難

と認められる場合

は、総務大臣又は

大阪府知事が勧告 

●国等の関与による

確実な再生 

・財政再生計画策定 

・外部監査の要求の

義務付け 

・総務大臣と協議し

同意を求めること

ができる 

・地方債起債の制限 

・財政運営が計画に

適合しない場合等

においては、予算

変更等の勧告もあ

り 

健全な団体 早期健全化団体 財政再生団体 

公営企業の経営の健全化 

 

健

全

財

政 

財

政

悪

化 


